
    候補者や政党などの考え方が分かるよう、選挙公報
を、12月14日までに新聞の折込でお届けする予定で
す。東・西・北公民館、文化センター、役場でもお渡し
します。

News　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

未来に真剣　決め手の一票。

投票区 投票所  区域

第 1 黒田保育所 南黒田・北黒田

第 2 松前小学校体育館 宗意原・新立

第 3  松前保育所 本村・筒井・社宅

第 4 二名保育所 徳丸・中川原・出作

第 5 東公民館  神崎・鶴吉

第 6 小富士保育所 横田・大溝・永田・東古泉

第 7 白鶴保育所 大間・上高柳・恵久美

第 8  北公民館 昌農内・西高柳・西古泉

第 9 北川原集会所  北川原・塩屋

投  票  日
12月16日(日）
7時～ 20時

問松前町選挙管理委員会　☎ 985―4132

①平成4 年12月17日以前に生まれた人
②平成 24 年9月3日までに転入届を出した人で、松前
　町に引き続いて住んでいる（住民登録がある）人
③平成24 年 8月3日以降に松前町から転出した人
※①～③まで、投票当日に松前町の選挙人名簿に登録
されている必要があります。
※他の市町村に選挙人名簿登録されている人は、そち
らの市町村での投票となります。不在者投票は、早め
にお問い合わせください。

投票できる人
衆議院議員総選挙
①まず、小選挙区選出議員選挙の投票を行います。
　→投票用紙に、候補者の氏名を書いてください。
②次に、比例代表選出議員選挙の投票を行います。
　→投票用紙に、政党か政治団体の名称か略称を書
　いてください。
最高裁判所裁判官国民審査
③最後に、最高裁判所裁判官国民審査の投票を行い
　ます。
　→投票用紙に裁判官の氏名が書かれています。やめ
　させたい裁判官の氏名の上欄に×を書いてください。

投票の仕方

　お住まいの区域によって投票所は異なります。下記
の投票所で投票しましょう。投票所入場券にも記載し
ていますので、確認してください。

投票の場所

　目の不自由な人には、投票所に点字器があります。
字を書くのが不自由な人は、本人に代わって職員が代
理で書くことができる代理投票制度があります。各投
票所で申し出てください。
　投票の秘密は絶対守られます。

点字投票・代理投票

　投票所入場券は、公示日（12月4日）の翌日から投票
日の前日までに選挙人に郵送します。投票所入場券が
届かない場合は、選挙管理委員会に連絡してください。
投票所入場券を紛失した場合でも投票できますので、
投票所の受付で申し出てください。

投票所入場券

　　　　　　      
　仕事、病気またはレジャーなどで投票日に投票でき
ない人のために設けられた制度が「期日前投票」です。
12月16日（日）に投票できない人は、投票所入場券を
持って期日前投票所へお越しください。　
○期間　
 衆議院議員総選挙　　　    12月5日（水）～15日（土）
 最高裁判所裁判官国民審査   12月9日（日）～15日（土）
○時間　8時30 分～ 20 時
○場所　役場2階大会議室　　　　

期日前投票

　郵便投票証明書をお持ちの身体の不自由な人は、郵
便で投票することができます。投票用紙の請求期限は
12月12日（水）までです。

郵便投票
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News　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   News

◆愛媛地方税滞納整理機構の活動状況
　　　　　　　　　　  　　（単位：千円）

20 市町から
の引受金額   徴収金額

682,601
本税 督促 延滞金

  318,579
256,182 384 62,013

◆機構の
　差し押さえ件数

不動産 77
預貯金 319

保険 206
給与 183

その他債権 31
その他 387

◆松前町の
　差し押さえ件数 

不動産 12
預貯金 47

保険 18
給与 18

その他債権 7

松
前
町
の
財
政
事
情

平
成
24
年
度
上
半
期
の
予
算
執
行
状
況

■特別会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

区　分 予算額 収入済額 収入割合 支出済額 支出割合
国民健康保険 3,452,310 1,362,265 39.5 1,449,964 42.0

後期高齢者医療 379,430 151,893 40.0 138,817 36.6
介護保険 2,568,685 1,069,626 41.6 989,515 38.5

公共下水道事業 579,898 276,882 47.7 215,356 37.1

■水道事業会計（企業会計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

区　分 収入予算額 支出予算額 収入済額 収入割合 支出済額 支出割合
収益的収支 364,934 352,017 171,233 46.9 121,829 34.6
資本的収支 447,302 551,803 1,888 0.4 324,011 58.7

　

平
成
24
年
度
上
半
期（
４
月
１
日
～

９
月
30
日
）の
予
算
執
行
状
況
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

一
般
会
計
予
算
総
額
は
、
９
月
末
で

92
億
６
９
０
２
万
２
千
円（
前
年
度
に

比
べ
７
億
７
１
１
３
万
８
千
円
減〔
△

７
・
７
％
〕）で
す
。

◉
予
算
執
行
状
況

　

一
般
会
計
の
予
算
執
行
状
況
は
、
収

入
額
が
45
億
９
３
６
５
万
４
千
円
で
、

予
算
額
に
対
す
る
割
合
が
49
・
６
％
、

支
出
額
が
38
億
２
３
７
６
万
８
千
円

で
、
予
算
額
に
対
す
る
割
合
は
41
・

３
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
別
会
計
、
水
道
事
業
会
計
は
、
下

表
の
と
お
り
で
す
。

◉
地
方
債
な
ど
借
金
の
現
在
高

　

地
方
債
な
ど
の
現
在
高
は
、
一
般
会

計
が
１
０
１
億
９
４
１
４
万
４
千
円
、

上
水
道
事
業
会
計
が
27
億
４
５
８
８
万

円
、
公
共
下
水
道
特
別
会
計
が

50
億
４
５
６
万
１
千
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。

問
財
政
課
財
政
係　☎

９
８
５
―
４
１
０
１

一般会計
予算総額　92 億 6,902 万２千円

収入額 　　45 億 9,365 万４千円（収入割合 49.6％） 支出額　　38 億 2,376 万８千円（支出割合 41.3％）
24億 4,635 万 4 千円（62.3％）

町 税
（39億2,717万円）

地方交付税
（15億4,203万9千円）

町 債
（8億4,307万7千円）

国庫支出金
（7億 9,809 万円）

繰 入 金
（4億3,632万4千円）

そ の 他
（3億3,517万2千円）

県 支 出 金
（5億9,152万1千円）

繰 越 金
（2億3,000万2千円）

分担金及び負担金
（1億5,208万2千円）

地方特例交付金
（2,400 万円）

地方譲与税他
（3億8,954万5千円）

民 生 費
（29億4,782万1千円）

土 木 費
（8億311万9千円）

総 務 費
（11億2,917万2千円）

公 債 費
（10億8,366万4千円）

衛 生 費
（11億9,377万5千円）

そ の 他
（1,808 万 4 千円）

教 育 費
（9億5,343万3千円）

農林水産業費
（4億4,305万5千円）

議 会 費
（1億2,851万3千円）

商 工 費
（7,008 万 7 千円）

消 防 費
（4億9,829万9千円）

9億 8,882 万 4 千円（64.1％）

0円（0.0％）

0円（0.0％）

7,097 万 3 千円（12.0％）

1億 8,599 万 8 千円（47.7％）

4億 947 万 5千円（178.0％）

5,786 万 6 千円（38.0％）

2,079 万 4 千円（86.6％）

1億 3,435 万円（40.1％）

2億 7,902 万円（35.0％）

11 億 6,502 万 6 千円（39.5％）

3億 6,292 万 5 千円（45.2％）

5億 1,835 万 1 千円（45.9％）

5億 2,434 万 6 千円（43.9％）

3億 7,091 万 1 千円（38.9％）

3億 1,355 万 8 千円（62.9％）

7,714 万 2 千円（17.4％）

6,894 万 1 千円（53.6％）

5,957 万 4 千円（85.0％）

0円（0.0％）

3億 6,299 万 4 千円（33.5％）

■一般会計　予算額　92 億 6,902 万 2 千円

※科目名の下の（　）内の数字は予算額です。

町
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

12
月
は
滞
納
整
理
を
強
化
し
ま
す

【
町
税
】

　

愛
媛
県
、
県
下
全
市
町
、
愛
媛
地
方

税
滞
納
整
理
機
構
は
、
地
方
税
の
滞
納

を
解
消
す
る
た
め
、12
月
を「
市
町
村
税・

県
税
一
斉
滞
納
整
理
強
化
月
間
」と
し

て
、預
貯
金
、給
与
や
売
掛
金
な
ど
の
差

し
押
さ
え
を
積
極
的
に
実
施
し
ま
す
。

◇
税
金
を
払
わ
な
い
で
い
る
と
？

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
払
わ
な
い
で
い

る
と
督
促
状
や
催
告
書
が
届
き
ま
す
。

そ
れ
で
も
滞
納
を
放
置
し
て
い
る
と
財

産
調
査
や
差
し
押
さ
え
な
ど
厳
し
い
処

分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。	

◇
財
産
調
査
っ
て
？	

	
	

　

差
し
押
さ
え
財
産
を
発
見
す
る
た
め

の
事
前
の
調
査
の
こ
と
で
す
。

（
調
査
例
）

・
預
貯
金
調
査

・
給
与
調
査（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
）

・
売
掛
金
調
査（
自
営
業
者
の
場
合
）

　

調
査
は
予
告
な
し
で
実
施
さ
れ
ま

す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、強
制
調
査（
捜

索
）を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◇
差
し
押
さ
え
を
さ
れ
る
と
？

　

財
産
の
差
し
押
さ
え
後
は
、
現
金
化

し
ま
す
。
自
動
車
や
不
動
産
な
ど
は
公

売
で
財
産
の
売
却
を
行
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
処
分
は
、
納
期
内
に
納
付
し
て

い
る
人
と
の
税
負
担
の
公
平
性
を
確
保

す
る
た
め
に
も
必
要
で
す
。

◇
愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
と
は
？

　

平
成
18
年
４
月
に
発
足
し
た
県
内
の

全
市
町
で
構
成
す
る
組
合
で
す
。
処
理

困
難
な
高
額
滞
納
事
案
な
ど
を
市
町
か

ら
引
き
受
け
、
差
し
押
さ
え
な
ど
を
前

提
に
滞
納
整
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
税
務
課
管
理
収
納
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
９

【
保
険
料
】

　

地
方
税
の
滞
納
整
理
月
間
に
合
わ
せ

て
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
滞
納
整
理
を
強
化
し
ま
す
。

督
促
状
な
ど
に
よ
り
滞
納
を
解
消
で
き

な
い
場
合
は
、
地
方
税
の
滞
納
処
分
の

例
に
よ
り
差
し
押
さ
え
を
順
次
実
施
し

ま
す
。
納
付
が
困
難
な
人
は
早
期
に
保

険
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
保
険
料
係☎

９
８
５
―
４
２
２
７

　国民健康保険（以下、国保）は、国保加
入者で費用を負担し合い、個々の医療費
の自己負担を軽減する制度です。
　国保が負担する医療費の主な財源は皆
さんからの国保税です。医療費が増える
と国保税も値上げをしなければならなく
なり、家計への負担も大きくなってしまい
ます。年々増加している医療費は、私たち
のちょっとした心掛けで抑えられます。

医療費を抑えるために

１生活習慣を見直しましょう
◦食生活を見直し、栄養・運動・休養の
バランスある生活を心掛けましょう
◦定期的に健診を受けて健康管理に役立
てましょう

２お医者さんに上手にかかりましょう
◦日ごろからの身体状況を理解してもらう
ため、かかりつけ医や薬局を持ちましょう
◦同じ病気で複数の病院を受診するのは
控えましょう
◦休日や時間外受診はなるべく避けましょう

３薬代を見直しましょう
◦薬のもらいすぎや飲み合わせには注意
しましょう
◦ジェネリック医薬品を積極的に活用しま
しょう

ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先に
開発されている医薬品（先発医薬品）の特
許期間が満了した後に発売された薬です。
新薬と同様の有効成分、効能・効果を持っ
ていながら、新薬と比べて安価です。
※全ての薬にジェネリック医薬品があるわけ
ではありません。ジェネリック医薬品の使用
は医師・薬剤師にご相談ください。

問保険課医療保険係　☎ 985‒4107

医療費を節約しよう

データ：平成 24 年度（10/31 現在）

まさき    ❖    2012-12 22広報2012-12  ❖    広報  まさき23



News　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   News

　地域の実情にあった防災対策について検討するた
め、町は「松前町災害に強い町をつくる会」を設立、10
月22日に町役場で第１回の会合を開きました。
　会は、企業関係者や住民など19人で構成。会長には
愛媛大学防災情報研究センターの板屋英治副センター
長、副会長には中矢博史防災担当副町長が就任しまし
た。
　町は、東日本大震災を踏まえ、4月に防災上の課題検
討に着手。5月に課題対策班をつくり、4つの部会で具
体的に対策を考えています。災害に強い町をつくる会
は、企業や町民の視点から対策を考え、対策班の検討
に反映します。

防災に関するトピックスをお届け！
町民総参加で松前の防災力を高めよう。松前の

防災力 「松前町災害に強い町をつくる会」を設立しました

　会合では、板屋
副センター長の
「南海トラフ巨大
地震に備えて」と
題した講演も行わ
れ、参加者はメモ
をとるなどしてし
て、真剣な表情で講演に聴き入っていました。
　今後は、月１回で会合を開催予定。防災対策プロジ
ェクトチームで整理した検討シートを基に、それぞれ
の意見を踏まえ、協議を進めていきます。　

問総務課危機管理係　☎ 985-4103

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
、
納
付
猶

予
や
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た

人
は
、
全
額
納
め
た
時
よ
り
も
老
齢
基

礎
年
金
の
受
け
取
り
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
期
間
の
保
険
料
は
、

10
年
以
内
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
ら
れ

ま
す（
追
納
）。

　

た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け

た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３

年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
と
、
一
定
額

が
加
算
さ
れ
た
保
険
料
と
な
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法

　

年
金
手
帳
と
印
鑑
を
持
っ
て
、
年
金

事
務
所
か
役
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課　

☎
９
２
５
―
５
１
７
５

　

町
民
課
住
民
係　☎

９
８
５
―
４
１
０
６

◆平成 24 年度中に追納する場合の額
年度の月分 全額免除 3/4 免除 半額免除 1/4 免除

14 年度 14,940 円 － 7,470 円 －
15 年度 14,720 円 － 7,360 円 －
16 年度 14,510 円 － 7,260 円 －
17 年度 14,560 円 － 7,280 円 －
18 年度 14,610 円 10,950 円 7,300 円 3,650 円
19 年度 14,640 円 10,970 円 7,320 円 3,650 円
20 年度 14,760 円 11,070 円 7,370 円 3,690 円
21 年度 14,840 円 11,120 円 7,420 円 3,700 円
22 年度 15,100 円 11,320 円 7,550 円 3,770 円
23 年度 15,020 円 11,260 円 7,510 円 3,750 円

町
有
地
を
売
却
し
ま
す

物
件
１　
《
一
般
競
争
入
札
》

▼
入
札
日　
１
月
21
日（
月
）

▼
入
札
参
加
方
法

　

入
札
参
加
申
込
書
を
持
参
か
郵
送

（
書
留
郵
便
）で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
関
係
書
類
配
布
・
提
出
期
限

　

１
月
８
日（
火
）（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）９
時
～
17
時
ま
で

物
件
２　
《
先
着
順
》

▼
申
請
方
法

　

普
通
財
産
売
払（
譲
与
）
申
請
書
を

持
参
か
郵
送（
書
留
郵
便
）
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
関
係
書
類
配
布
・
提
出
期
限

　

３
月
29
日（
金
）（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）９
時
～
17
時
ま
で

▼
提
出
先　

財
政
課
入
札
検
査
係

　

☎
９
８
５
―
４
１
５
７

①所在地  ②地目
③地積
④予定価格

（物件2は売却価格）
⑤用途地域  ⑥備考

物件２ 
①大字浜字今新
開781番15、16
②宅地③ 99.27㎡
④ 5,100,000 円 
⑤第1種住居地域
⑥旧今新開住宅
跡地

　　松前小

物件１ 　
①大字浜東恵美洲322番1、323番2②宅地③194.89
㎡ ④ 9,416,800円⑤商業地域⑥旧松前交番跡地

ひまわりバスに
サンタがやって来る！

問町民課コミュニティ係　
☎ 985―4228

12月25日㊋

２便（役場前９時発）と５便（役場
前13 時発）に、サンタクロースが
乗車します。夜のお出掛けに大
変役立つ交通安全グッズをプレ
ゼント！ この機会にぜひ、最寄
りのバス停からご利用ください。

平
成
25
年
成
人
式

▼
日
時
　
１
月
13
日（
日
）13
時
～
（
受

け
付
け
12
時　

記
念
撮
影
12
時
30
分
）

※
記
念
撮
影
を
先
に
行
い
ま
す
。
時
間

に
遅
れ
な
い
よ
う
に
来
て
く
だ
さ
い
。

▼
場
所　

松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー　

広
域
学
習
ホ
ー
ル

▼
内
容　

記
念
撮
影
、
思
い
出
の
ア
ル

バ
ム
、
抽
選
会
な
ど

▼
対
象
者
　
平
成
４
年
４
月
２
日
～
５

年
４
月
１
日
生
ま
れ
で
、
松
前
町
に
住

民
登
録
の
あ
る
人

※
対
象
者
に
は
12
月
上
旬
に
は
が
き
で

ご
案
内
し
ま
す
。

※
町
外
に
転
出
し
て
い
る
人
も
参
加
で

き
ま
す
。
希
望
者
は
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

講
演
会「
大
牟
田
市
に
学
ぶ
、
高
齢
者
の

く
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
」参
加
者
募
集

　

講
演
会
「
大
牟
田
市
に
学
ぶ
、
高
齢

者
の
く
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
」
～

官
民
協
同
の
地
域
づ
く
り
～
を
開
催
し

ま
す
。

　

講
演
会
で
は
、
平
成
14
年
か
ら
認
知

症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
大
牟
田
市
の

取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
12
月
７
日（
金
）13
時
30
分
～

15
時
30
分

▼
場
所　

松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー　

広
域
学
習
ホ
ー
ル

▼
講
師　

大
牟
田
市
保
健
福
祉
部　

長

寿
社
会
推
進
課
長　

池
田
武
俊
さ
ん

▼
入
場
料
　
無
料

問
健
康
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係

☎
９
８
５
―
４
２
０
５

新
春
年
賀
の
つ
ど
い

　

新
し
い
年
が
、
町
民
の
皆
さ
ん
と
松

前
町
に
と
っ
て
す
ば
ら
し
い
年
に
な
る

こ
と
を
祈
念
し
て
、「
新
春
年
賀
の
つ
ど

い
」
を
開
催
し
ま
す
。
初
釜
も
用
意
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

１
月
４
日（
金
）10
時
45
分
～

12
時（
受
け
付
け
10
時
15
分
～
）

▼
場
所　

松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー　

広
域
学
習
ホ
ー
ル

▼
入
場
料　

無
料

問
総
務
課
広
報
情
報
係　

☎
９
２
５
―
４
１
３
２
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